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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透液性の表面シートと、この表面シートの裏面側に積層された吸収コアと、が備わる本
体部を有し、この本体部の裏面側が製品の外面となる外装シートで覆われ、
　前記本体部は、前記製品の幅方向中央部域に配置された、紙おむつであって、
　前記本体部の少なくとも前記吸収コアは、前記製品の腹部域から股間部域にかけてのみ
配置され、
　前記吸収コアの背側周縁外方の前記外装シートには、前記背側周縁に沿った軌跡を描く
脚周り用弾性伸縮部材が、この軌跡の方向に伸長した状態で固定されて、設けられ、
　前記吸収コアの背側端部を覆い、更に前記背側周縁外方まで広がる立体シートが、前記
外装シートの前記脚周り用弾性伸縮部材が固定された領域において、接合されて、設けら
れている、ことを特徴とする紙おむつ。
【請求項２】
　前記吸収コアの両側部と重なる前記本体部は、前記外装シートに固定されていない、請
求項１記載の紙おむつ。
【請求項３】
　前記本体部の両側部には、
　背腹方向に沿って配置され、かつ幅方向外側端部が固定された帯状のギャザーシートと
、このギャザーシートの幅方向内側端部に、前記背腹方向に伸長した状態で固定されて設
けられた起立用弾性伸縮部材と、が備わり、この起立用弾性伸縮部材の収縮によって前記
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幅方向内側端部が前記表面シートから浮き上がる構成とされた起立ギャザーが設けられ、
　この起立ギャザーの背側端部を覆うように、又はこの起立ギャザーの背側端部に覆われ
るように前記立体シートが設けられている、請求項１又は請求項２記載の紙おむつ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、紙おむつに関するものである。特に、成人男性用とする場合に好ましい紙お
むつに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　この種の通常使い捨てされる紙おむつは、従来から汎用されており、例えば、透液性の
表面シートとこの表面シートの裏面側に積層された吸収コアとが備わる本体部を有し、こ
の本体部の裏面側が製品の外面となる外装シートで覆われている。そして、通常、本体部
は、製品（紙おむつ）の幅方向中央部域に配置されている。
　この種の紙おむつは、現在においても、尿漏れの防止効果を向上させようと、さまざま
な研究・開発がされ続けている。例えば、「本体部の両側部に脚周り用起立ギャザーが設
けられ、また、外装シートの背側端部にかかる脚周り用起立ギャザーを覆うように背周り
用起立ギャザーが設けられ、製品状態において、これら脚周り用起立ギャザー及び背周り
用起立ギャザーで囲まれた部分に尿を収容するポケット空間が形成された形態の紙おむつ
」がある（例えば、特許文献１参照。）。この紙おむつは、製品の背側端部域からの尿漏
れの防止には適するが、尿漏れは、当然、製品の股間部域からも生じる。したがって、現
在では、製品の股間部域の吸収性能を高めるためとして、製品の股間部域における吸収コ
アの幅を、一般的な着用者の股間部の幅（例えば、成人男性で３０～１００ｍｍ。）より
も広く、通常１５０～３００ｍｍにするのが、一般的である。しかしながら、この形態に
よると、例えば、着用者が歩行可能な成人である場合には、歩行の際に違和感が生じるお
それがある。そこで、この問題を解決する紙おむつとして、「製品の股間部域における吸
収コアを含む両側部を、それぞれ内側に折り曲げることができる形態の紙おむつ」が提案
されている（例えば、特許文献２参照。）。しかしながら、この形態の紙おむつによると
、製品の股間部域の厚みが増し、ゴワゴワしたものとなり、結局、歩行の際に違和感が生
じるおそれがある。特に、この形態の紙おむつは、前身頃側の股間部域もゴワゴワしたも
のとなるため、紙おむつを男性用とするには、全く適さないものとなる。
【特許文献１】特開２００１－３７８０９号公報
【特許文献２】特開２００３－１０２４４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明が解決しようとする主たる課題は、製品の股間部域からの漏れが確実に防止され
、しかも製品の股間部域がゴワゴワしたものとならない紙おむつを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　この課題を解決した本発明は、次のとおりである。
　〔請求項１記載の発明〕
　透液性の表面シートと、この表面シートの裏面側に積層された吸収コアと、が備わる本
体部を有し、この本体部の裏面側が製品の外面となる外装シートで覆われ、
　前記本体部は、前記製品の幅方向中央部域に配置された、紙おむつであって、
　前記本体部の少なくとも前記吸収コアは、前記製品の腹部域から股間部域にかけてのみ
配置され、
　前記吸収コアの背側周縁外方の前記外装シートには、前記背側周縁に沿った軌跡を描く
脚周り用弾性伸縮部材が、この軌跡の方向に伸長した状態で固定されて、設けられ、
　前記吸収コアの背側端部を覆い、更に前記背側周縁外方まで広がる立体シートが、前記
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外装シートの前記脚周り用弾性伸縮部材が固定された領域において、接合されて、設けら
れている、ことを特徴とする紙おむつ。
【０００５】
　〔請求項２記載の発明〕
　前記吸収コアの両側部と重なる前記本体部は、前記外装シートに固定されていない、請
求項１記載の紙おむつ。
【０００６】
　〔請求項３記載の発明〕
　前記本体部の両側部には、
　背腹方向に沿って配置され、かつ幅方向外側端部が固定された帯状のギャザーシートと
、このギャザーシートの幅方向内側端部に、前記背腹方向に伸長した状態で固定されて設
けられた起立用弾性伸縮部材と、が備わり、この起立用弾性伸縮部材の収縮によって前記
幅方向内側端部が前記表面シートから浮き上がる構成とされた起立ギャザーが設けられ、
　この起立ギャザーの背側端部を覆うように、又はこの起立ギャザーの背側端部に覆われ
るように前記立体シートが設けられている、請求項１又は請求項２記載の紙おむつ。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によると、製品の股間部域からの漏れが確実に防止され、しかも製品の股間部域
がゴワゴワしたものとならない紙おむつとなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　次に、本発明の実施の形態を説明する。なお、以下では、紙おむつが「パンツ型の使い
捨て紙おむつ」である場合を例に説明するが、本発明は、紙おむつが「止着テープ型の使
い捨て紙おむつ」である場合等にも適用可能である。
【０００９】
　〔基本的構造〕
　本形態の紙おむつＴについて、図１に展開状態の平面図を、図２に製品状態の正面図を
、それぞれ示した。
　本形態の紙おむつＴは、本体部Ｈを有し、この本体部Ｈの裏面側が、長方形状や砂時計
形状等とされた、図示例では砂時計形状とされた、製品の外面となる外装シート５で覆わ
れている。本体部Ｈは、製品の幅方向中央部域（後述するように、本形態では、外装シー
ト５が製品の外形を規定するため、製品の幅方向中央部域は、外装シート５の幅方向中央
部域と一致する。）に、適宜ホットメルト接着剤等で固定される等して、配置されている
。
【００１０】
　本形態において、外装シート５は、紙おむつＴの外面全体に及んで製品の外形を規定す
るものであり、通常、連続シートで形成される。外装シート５は、１枚の不織布等からな
るシートで形成されていても、２枚、３枚、４枚又はそれ以上の複数枚のシートを積層し
た積層シートで形成されていてもよい。本形態では、２枚のシートを積層した積層シート
で形成されている（図３及び図４参照）。
【００１１】
　この外装シート５は、ムレ防止等の観点から、不透液性（撥水性）を有する場合におい
ても、通気性を有するのが好ましい。外装シート５の素材は、特に限定されない。例えば
、ポリプロピレン主体の熱融着繊維及びレーヨン繊維を混綿したレーヨンスパンレース不
織布と、ウレタンやイソプレンゴム系の材料を主体とするメルトブロー不織布と、を熱融
着、超音波接合、ホットメルト接着剤等の接着剤による接合等をして一体化したものを、
用いることができる。この素材を用いる場合においては、前者の不織布（レーヨンスパン
レース不織布）が着用者側（肌側）となるようにするのが好ましい。本形態においては、
外装シート５の表面側（肌面側）に、不透液性の裏面シート２が設けられており、尿等の
体液の裏抜けが防止されている。したがって、外装シート５自体は、透液性であってもよ
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い。
【００１２】
　外装シート５は、本体部Ｈを積層固定した後、最終製造工程等において、図２に示すよ
うに、腹部域Ｆの両側縁部と背部域Ｂの両側縁部とを、背腹方向（腹部域Ｆと背部域Ｂと
を結ぶ方向）全長にわたって、熱融着、熱圧着、超音波シール、ホットメルト等の接着剤
による接着等によって接合する。これにより、ウエスト開口部ＷＯ及び左右一対のレッグ
開口部ＬＯが形成された製品状態の紙おむつＴとなる。図２においては、外装シート５の
腹部域Ｆの両側縁部と背部域Ｂの両側縁部との接合部を、符号２９で示している。
【００１３】
　なお、本明細書においては、ウエスト開口部ＷＯの縁を「ウエスト開口縁」と、レッグ
開口部ＬＯの縁を「レッグ開口縁」といい、このレッグ開口縁と接合部２９とが交差する
位置、すなわちレッグ開口縁の始まり位置を「レッグ開口始端」という。そして、ウエス
ト開口縁からレッグ開口始端までの領域を、前身頃においては製品の「腹部域」Ｆ（本形
態では、外装シート５が製品の外形を規定するため、製品の腹部域は、外装シート５の腹
部域と一致する。）と、後身頃においては製品の「背部域」Ｂ（本形態では、外装シート
５が製品の外形を規定するため、製品の背部域は、外装シート５の背部域と一致する。）
という。また、レッグ開口部ＬＯを有する領域、すなわち前身頃側のレッグ開口始端から
後身頃側のレッグ開口始端までの領域を製品の「股間部域」Ｋ（本形態では、外装シート
５が製品の外形を規定するため、製品の股間部域は、外装シート５の股間部域と一致する
。）という。
【００１４】
　本形態において、腹部域Ｆ及び背部域Ｂは、図１に示すように、それぞれ製品状態にお
いて上側に位置するウエスト部Ｗ１と、このウエスト部Ｗ１の下側に位置する腰下部Ｗ２
という概念で区別することができる。これらウエスト部Ｗ１及び腰下部Ｗ２の背腹方向の
長さは、製品のサイズによっても異なるが、製品の背腹方向の長さが１６０～３５０ｍｍ
の場合は、ウエスト部Ｗ１が１０～５０ｍｍ、腰下部Ｗ２が１５０～３００ｍｍであると
好ましい。
【００１５】
　そして、外装シート５には、１枚のシートで形成される場合は裏面（外面）に、複数枚
のシートで形成される場合はシート間に、幅方向に沿った軌跡を描く弾性伸縮部材２１，
２２…が、この軌跡の方向に伸長した状態で固定されて、設けられている。より詳細には
、ウエスト部Ｗ１においては、ウエスト開口縁のフィット性を高めるための弾性伸縮部材
２１が、１本又は複数本、図示例では複数本、並行して設けられている。また、腰下部Ｗ
２においては、腰下部周りのフィット性を高め、尿の前後漏れを軽減するための弾性伸縮
部材２２が、１本又は複数本、図示例では複数本、並行して設けられている。この弾性伸
縮部材２１，２２としては、例えば、適宜の太さ及び断面形状を有する天然又は合成の糸
状ゴム、帯状ゴム等を用いることができる。ただし、図示例のように、背腹方向に相互に
隣接する弾性伸縮部材２１，２２…の離間距離は、腰下部Ｗ２におけるよりもウエスト部
Ｗ１における方が短い方が好ましい。また、弾性伸縮部材２２は、本体部Ｈと、特にある
程度の剛性を有する吸収コア３と重なる部分が、外装シート５に固定された状態において
切断され、もって伸縮力が弱められているのも好ましい。
【００１６】
　本形態において、外装シート５には、レッグ開口縁及び股間部域Ｋのフィット性を高め
るための脚周り用弾性伸縮部材２３が、１本又は複数本、図示例では３本、設けられてい
る。この弾性伸縮部材２３は、腹部域Ｆ又は背部域Ｂ側から股間部域Ｋ側へレッグ開口縁
に沿った軌跡を描き、続いて股間部域Ｋにおいて幅方向反対側への軌跡を描き、更に股間
部域Ｋ側から腹部域Ｆ又は背部域Ｂ側へレッグ開口縁に沿った軌跡を描き、以上の軌跡の
方向に伸長した状態で固定されて、設けられている。
【００１７】
　一方、本体部Ｈは、図３及び図４に示すように、不織布や多孔フィルムなどからなる長
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方形状、砂時計形状等の形状とされた着用者の肌に直接触れる透液性の表面シート１と、
この表面シート１の裏面側に積層され、高分子吸収性ポリマーが添加された積繊パルプ等
からなり、長方形状や砂時計形状等の形状とされた、図示例では腹部域Ｆ側から股間部域
Ｋ側に向かって先細とされたある程度の剛性を有する吸収コア３と、この吸収コア３の裏
面側に積層された、ポリエチレンシートやポリラミ不織布、ミクロボイドを形成して蒸気
は透過するが液は透過しないシート等からなる不透液性の裏面シート２と、が備わる。図
示例では、吸収コア３は、ティシュペーパーやクレープ紙等からなる被覆シート４で被覆
されて、形状保持が図られている。被覆シート４は、透液性であれば足り、その素材は特
に限定されない。例えば、表面シート１として例示したのと同様の素材を用いることがで
きる。具体的には、例えば、ティシュペーパー等の衛生薄葉紙、クレープ紙、不織布、孔
開きシート等を用いることができる。また、図示はしないが、透液性の表面シート１の下
には、不織布等からなるセカンドシートを設け、体液拡散性の向上を図ることもできる。
このセカンドシートは、体液拡散性・透液性を有するものであれば足り、例えば、表面シ
ート１と同様の素材等を用いることができる。ただし、例えば、スパンレース、パルプ不
織布、パルプとレーヨンとの混合シート、ポイントボンド又はクレープ紙であると、好ま
しい。また、セカンドシートは、表面シート１よりも透液性が高いものが好ましく、表面
シート１よりも繊維密度が小さい、例えば、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレ
ンテレフタレート、ポリアミド、ナイロン、レーヨン、ビニロン、アクリル等からなる不
織布であるのがより好ましい。
【００１８】
　一方、裏面シート２は、不透液性であれば足り、その素材としては、例えば、ポリエチ
レン（ＰＥ）やポリプロピレン（ＰＰ）等のオレフィン系樹脂や、ポリエチレンシート等
に不織布を積層したラミネート不織布、防水フィルムを介在させて実質的に不透液性を確
保した不織布（この場合は、防水フィルムと不織布とで不透液性の裏面シート２が構成さ
れる。）等を用いることができる。もちろん、この他にも、近年、ムレ防止の観点から好
まれて使用されている不透液性かつ透湿性を有する素材も用いることができる。この不透
液性かつ透湿性を有する素材のシートとしては、例えば、ポリエチレンやポリプロピレン
等のオレフィン系樹脂中に無機充填剤を混練して、シートを成形した後、一軸又は二軸方
向に延伸して得られた微多孔性シートを例示することができる。
【００１９】
　また、吸収コア３がいかなる材料によって形成されているかも、特に限定されない。吸
収コア３としては、例えば、フラッフ状のパルプ繊維集合体（積繊パルプ）内に、粒状の
高分子吸収性ポリマーが混入されてなるもの等を、用いることができる。かかる高分子吸
収性ポリマーとしては、自重の例えば１０倍以上の体液を吸収して保持するものを使用す
ることができる。この例としては、でんぷん系や、セルロース系、合成ポリマー系等のも
のがあり、でんぷん‐アクリル酸（塩）グラフト共重合体、でんぷん‐アクリロニトリル
共重合体のケン化物、ナトリウムカルボキシメチルセルロースの架橋物やアクリル酸（塩
）重合体等のものを用いることができる。高分子吸収性ポリマーの形状としては、通常用
いられる粉粒体状のものが好適であるが、他の形状のものも用いることができる。
【００２０】
　積繊パルプや高分子吸収性ポリマー等の量的配置、密度分布は、汎用を目的とする場合
には均一であるのが好ましいが、特別の吸収特性を発揮させることを目的とする場合は、
その目的に応じて偏らせるのが好ましい。
【００２１】
　一方、積繊パルプの原料素材は、特に限定されない。例えば、綿状パルプや合成パルプ
等の公知の素材を用いることができる。また、パルプの原料繊維は特に限定されず、例え
ば、機械パルプ、化学パルプ、溶解パルプ等の木材から得られるセルロース繊維や、レー
ヨン、アセテート等の人工セルロース繊維等を用いることができる。ただし、セルロース
繊維の原材料となる木材は、広葉樹より針葉樹の方が、繊維長が長いため、機能及び価格
の面で好ましい。
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【００２２】
　ところで、図３の（１）及び（２）から明らかなように、本形態の紙おむつＴは、少な
くともある程度の剛性を有する吸収コア３が、本形態では本体部Ｈが、外装シート５（製
品）の腹部域Ｆから股間部域Ｋにかけて配置されており、背部域Ｂには配置されていない
形態となっている。この形態は、紙おむつＴを成人男性用とする場合に特に好適である。
男性用とする場合は、本体部Ｈを腹部域Ｆから股間部域Ｋにかけて延在させておけば、尿
を十分に吸収させることができる。他方、背部域Ｂに本体部Ｈ、特にある程度の剛性を有
する吸収コア３を配置しないことで、背部域Ｂが薄くなるため、着用者の装着違和感が軽
減され、また、着用者の動きが阻害されにくくなる。
【００２３】
　本形態において、表面シート１は、透液性であれば足りる。したがって、例えば、有孔
又は無孔の不織布や、多孔性プラスチックシート等を用いることができる。また、これら
のうち不織布は、その原料繊維が何であるかが、特に限定されない。例えば、ポリエチレ
ン（ＰＥ）やポリプロピレン（ＰＰ）等のオレフィン系、ポリエステル系、ポリアミド系
等の合成繊維、レーヨンやキュプラ等の再生繊維、綿等の天然繊維等や、これらから二種
以上が使用された混合繊維などを用いることができる。さらに、不織布は、どのような加
工によって製造されたものであってもよい。加工方法としては、公知の方法、例えば、ス
パンレース法、スパンボンド法、サーマルボンド法、メルトブローン法、ニードルパンチ
法等を採用することができる。例えば、柔軟性、ドレープ性を求めるのであれば、スパン
レース法が、嵩高性、ソフト性を求めるのであれば、サーマルボンド法が、好ましい加工
方法である。
【００２４】
　他方、図６に示すように、本体部Ｈの両側部には、起立ギャザー３０を設けることがで
きる。この立体ギャザー３０は、背腹方向に沿って配置され、かつ幅方向外側端部が固定
された、本形態では、表面シート１の側端部と裏面シート２の側端部との間に挟まれて、
ホットメルト接着剤等によって接合固定された、帯状のギャザーシート３１と、このギャ
ザーシート３１の幅方向内側端部に、本形態では、図７に示すように、折り返して二重と
されたギャザーシート３１の間に、背腹方向に沿って、この方向に伸長した状態で固定さ
れて設けられた、例えば、適宜の太さ及び断面形状を有する天然又は合成の糸状ゴム、帯
状ゴム等からなる単数又は複数の起立用弾性伸縮部材３２と、が備わる。そして、本起立
ギャザー３０は、起立用弾性伸縮部材３２の収縮によってギャザーシート３１の幅方向内
側端部が表面シート１から浮き上がるようになっている。
【００２５】
　ここで、起立用弾性部伸縮部材３２は、尿と接すると収縮するものであるのが好ましい
。この形態によると、排尿があった場合において、起立用弾性伸縮部材３２が収縮し、ギ
ャザーシート３１の起立が高まる。したがって、尿等の横漏れ防止効果が向上する。
【００２６】
　ギャザーシート３１としては、例えば、ＰＥ、ＰＰ（不織布）等をスパンボンド、ＳＭ
Ｓ、ポイントボンド、エアスルー、エアーポイント等によって製造したものを用いること
ができ、特にＳＭＳ、スパンボンドによって製造したものを用いるのが好ましい。
【００２７】
　〔特徴的構造〕
　次に、本実施の形態の特徴的な構造について、説明する。
　本形態においては、前述したとおり、通常の紙おむつと同様に、外装シート５に脚周り
用弾性伸縮部材２３が伸長固定されて、設けられている。しかしながら、本形態において
は、これに加えて、「かかる脚周り用弾性伸縮部材２３と本体部Ｈ、特に吸収コア３とが
、図４、図５及び図８に示すように、吸収コア３の背側周縁３ｅ外方の外装シート５に、
背側周縁３ｅに沿った軌跡を描く脚周り用弾性伸縮部材２３が、この軌跡の方向に伸長し
た状態で固定されて、設けられた関係とされている」との特徴を有する。しかも、「吸収
コア３の背側端部を覆い、更に背側周縁３ｅ外方まで広がる立体シート１０が、外装シー
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ト５の脚周り用弾性伸縮部材２３が固定された領域において、例えば、外装シート５に、
図示例では、一部が外装シート５に、残部が表面シート１に、接合されて、設けられてい
る」との特徴も有する。これらの特徴を有することにより、立体シート１０及び吸収コア
３は、脚周り用弾性伸縮部材２３から、この脚周り用弾性伸縮部材２３が収縮する方向へ
の力を、より具体的には、図８に示すように、吸収コア３の幅方向両側部及びこの側方に
おいては、腹側から背側への収縮力Ｘ及びＹを受け、吸収コア３の背側端部及びこの背側
においては、幅方向内方への収縮力Ｚを受けることになる。そして、この収縮力Ｘ，Ｙ及
びＺによって、立体シート１０が表面側に起立し、他方、吸収コア３の背側端部が裏面側
にカップ状に凹むため、立体シート１０と吸収コア３の背側端部との間に、尿を収容する
大きなポケット空間が形成される。したがって、本形態の紙おむつＴによると、股間部域
Ｋからの尿漏れが生じにくくなる。もちろん、本形態の紙おむつＴは、股間部域Ｋの両側
部を折り曲げる等するものでもないため、股間部域Ｋがゴワゴワしたものとなるおそれも
ない。特に、股間部域Ｋの吸収コア３の存在しないところに、脚周り用弾性伸縮部材２３
が固定され、この固定部分が幅方向内方（Ｚ方向）に収縮することになるため、股間部域
Ｋが幅狭となり、ごわつき感がより軽減する。
【００２８】
　立体シート１０は、その構造が特に限定されず、例えば、１枚のシート又は複数枚のシ
ートを積層した積層シートで形成することができる。ただし、シートの腹側端部（自由端
部）に、幅方向に伸長した状態の弾性伸縮部材を固定して設けておけば、立体シート１０
の起立がより深まって、ポケット空間がより大きなものとなるため、好ましいものとなる
。本形態では、図５及び図９の（１）に示すように、１枚のシート１１の腹側端部（自由
端部）１１ｆを裏側に折り返し、この折り返し部の内側に１本又は複数本の、図示例では
２本の弾性伸縮部材１２を固定した構造となっている。
【００２９】
　また、本実施の形態では、立体シート１０を構成するシート１１の腹側端縁１１ｅが、
幅方向に並行な形状となっているが、これに限定する趣旨ではない。例えば、図９の（２
）に示すように、腹側端縁１１ｅが、腹側に膨らんだ弧を描いた形状とすることや、図９
の（３）に示すように、腹側端縁１１ｅの幅方向中央部が、背側に凹んだ形状とすること
等もできる。前者（図９の（２））の形態によれば、ポケット空間に尿を収容した場合に
おいてシート１１の腹側端縁１１ｅが垂れ下がったとしても、腹側端縁１１ｅからの尿の
溢れが防止される。他方、後者（図９の（３））の形態によれば、陰嚢の下にシート１１
が入り込みやすく、したがってポケット空間に陰嚢が入りやすくなる。
【００３０】
　シート１１等の立体シート１０を構成するシートとしては、前述した起立ギャザー３０
と同様のものを用いることができる。同様に、立体シート１０を構成する弾性伸縮部材１
２としては、起立用弾性伸縮部材３２と同様のものを用いることができる。
【００３１】
　ここで、以上のような形態とする場合においては、図４に示すように、吸収コア３の両
側部Ｓと重なる本体部Ｈが、外装シート５に固定されていないのが好ましい。この形態に
よると、脚周り弾性伸縮部材２３が、ある程度の剛性を有する吸収コア３からＸ，Ｙ方向
への収縮を阻害する力を受けることがなく、より大きな収縮力が立体シート１０及び吸収
コア３の両側部にかかることになるため、ポケット空間がより大きなものとなる。
【００３２】
　この形態（吸収コア３の両側部Ｓと重なる本体部Ｈが、外装シート５に固定されていな
い形態）において、本体部Ｈのいかなる部位が外装シート５に固定されていなければなら
ないかは、特に限定されない。ただし、吸収コア３の腹側端部及び背側端部と重なる本体
部Ｈのみが、外装シート５に固定されている形態によると、脚周り弾性伸縮部材２３に対
するＸ，Ｙ方向の拘束がより減少することになるため、より好ましいものとなる。
【００３３】
　ところで、本形態においては、前述したように、本体部Ｈの両側部に起立ギャザー３０
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を設けることもできる。そして、このように起立ギャザー３０を設ける場合においては、
図６に示すように、この起立ギャザー３０の背側端部３０ａを覆うように立体シート１０
が設けられているのが好ましい。この形態によると、起立ギャザー３０の起立によって、
立体シート１０が押し上げられ、起立が大きくなるため、ポケット空間がより大きなもの
となる。
【産業上の利用可能性】
【００３４】
　本発明は、特に成人男性用の紙おむつとして、適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】紙おむつの展開状態の平面図である。
【図２】紙おむつの製品状態の正面図である。
【図３】図１のＩ－Ｉ線断面図及びＩＩ－ＩＩ線断面図である。
【図４】図１のＩＶ－ＩＶ線断面図である。
【図５】図１のＶ－Ｖ線断面図である。
【図６】起立ギャザーを有する本体部の平面図である。
【図７】図６のＩＩＩ－ＩＩＩ線断面図である。
【図８】吸収コア、脚周り用弾性伸縮部材及び立体シートの関係を説明するための図であ
る。
【図９】立体シート及び立体シートを構成するシートの形態例である。
【符号の説明】
【００３６】
　１…表面シート、２…裏面シート、３…吸収コア、４…被覆シート、５…外装シート、
１０…立体シート、１２，２１，２２，２３，３２…弾性伸縮部材、２９…接合部、３０
…立体ギャザー、３１…ギャザーシート、Ｂ…背部域、Ｆ…腹部域、Ｈ…本体部、Ｋ…股
間部域、ＬＯ…レッグ開口部、Ｔ…紙おむつ、Ｗ１…ウエスト部、Ｗ２…腰下部、ＷＯ…
ウエスト開口部。
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